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常磐自動車道南相馬鹿島サービスエリア周辺開発に関する 

サウンディング型市場調査実施要領 

令和４年１２月１５日 

福島県南相馬市長 門馬 和夫 

１．調査の目的 

 南相馬鹿島サービスエリア（ＳＡ）は、東日本大震災後の平成２７年に常磐

自動車道に開設された上下線集約型のＳＡで、市整備による商業施設「セデッ

テかしま」を併設しています。 

本ＳＡは、上り線（いわき方面）において、次のサービスエリアである中郷

ＳＡ（茨城県北茨城市）まで１００ｋｍ以上離れており、下り線（仙台方面）

においては、常磐自動車道から青森県の上北自動車道へ北上するルートにおい

て、ガソリンスタンドが設置される最後のエリアとなります。このような立地

上の優位性により、セデッテかしまは、年間１００万人以上のお客さまにご利

用いただいています。 

常磐自動車道は、降雪量が少ない福島県浜通り地方を通過することに加え、

カーブが少なく極めて走りやすいという特長を有することから、現在国に要望

している常磐自動車道の４車線化が実現すれば、通行量の増加が見込まれると

ともに当該施設の利用者数の増加も大いに期待されるところです。 

これら南相馬鹿島ＳＡ及びセデッテかしまが有するポテンシャルを最大限に

活用するため、市では現在、ＳＡ周辺開発を検討しております。既存施設と組

み合わせることにより、周辺地域の更なる魅力向上に繋がる開発内容、民間事

業者のノウハウを最大限に活用できる整備・運営形態等を把握するため、サウ

ンディング型の市場調査を実施します。 

 

２．南相馬鹿島ＳＡの概要 

（１）常磐自動車道 南相馬鹿島ＳＡ 

供用開始時期 平成２７年２月２１日供用開始 

運 営 主 体 東日本高速道路株式会社 

位    置 東京から２９３ｋｍ、仙台市から７０ｋｍ 

主 要 施 設 

・スマートインターチェンジ（ＳＩＣ）（24 時間稼働） 

・トイレ 

・ガソリンスタンド 

・給電スタンド 

駐 車 場 
トレーラー２台、大型２０台、小型３０台 

※上り下り同数 

南相馬鹿島 SIC 利用台数：約５６０台／日 令和３年度 
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相馬 IC～ 

南相馬鹿島 SIC 

区間交通量：約１２，０００台／日 

  上り線：約 ６，０００台／日 

  下り線：約 ６，０００台／日 

令和３年度 

南相馬鹿島 SIC

～南相馬 IC 

区間交通量：約１２，０００台／日 

  上り線：約 ６，０００台／日 

  下り線：約 ６，０００台／日 

 

（２）サービスエリア利活用拠点施設「セデッテかしま」  

供用開始時期 平成２７年４月２５日 

運 営 主 体 南相馬市（※指定管理者：株式会社野馬追の里） 

主 要 施 設 

・食堂 

・物販施設（お土産等） 

・コミュニティ広場 

・各種テナント（たこ焼、フルーツジュース、串焼き） 

・ボールトランポリン 

・ドッグラン 

駐 車 場 

【高速道路利用者専用】 

大型２５台 普通３９台 

【一般道利用者専用】 

（第一駐車場）大型４台 普通４２台 

（第二駐車場）普通７０台 

利 用 者 数 

（単位：千人） 

 

H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 

892 1,175 1,213 1,279 1,290 724 862 
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【参考】南相馬市の概況 

人 口：58,469 人（令和３年１２月末） 

世帯数：24,406 世帯 

面 積：398.58 ㎢（森林 55％ 農用地 21％） 

産 業：農業は水稲中心。工業は電気機械、 

    一般機械、紙・パルプを中心に、農 

    商工一帯の産業振興を図っている。 

自 然：年間平均気温１２℃前後。夏は涼し 

    く冬は降雪の少ない温暖な気候。山 

    ・川・海の豊かな自然環境に恵まれ 

    ている。 

観 光：１千年以上の歴史を持つ国指定重要 

    無形民俗文化財「相馬野馬追」をは 

    じめ、多くの文化財を有する。 

その他の特長 

 ・無人航空機や災害対応ロボット、水中探査ロボットといった陸・海・空の

フィールドロボットの一大開発実証拠点である「福島ロボットテストフィ

ールド」をはじめ、ロボット分野に関し日本一実証しやすい環境 

 ・原発事故後、避難指示区域に指定された小高区では、多くの若い移住者が

新しい取組にチャレンジ。 

 ・医療費が１８歳まで無料、幼稚園・保育園を無償化するほか、給食費も中

学校まで無料とするなど子育て支援策が充実。 

 

３．対象用地の概要 

市が開発を検討している南相馬鹿島ＳＡ周辺地の概要は以下の通りです。 

なお、今回の検討は、「２．南相馬鹿島ＳＡの概要」で示している既存施設

の変更開発を想定しておりません。 

所在地 
福島県南相馬市鹿島区浮田字椵木沢 

福島県南相馬市鹿島区小山田字隠町 

土地面積 

Ａ地区：２５，２７２㎡ 

Ｂ地区：４０，７５９㎡ 

Ｃ地区：２２，２９４㎡ 

Ｄ地区：７６，９７６㎡ 

Ｅ地区：３２，９０１㎡ 

都市計画等による制限 
非線引き都市計画区域、用途地域指定無し、都市計

画法上の防火地域指定無し 
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現況 山林（ほぼ全域民有地） 

特記事項 Ｄ地区内に一部共有地有 

 

【対象用地航空写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．スケジュール 

実施要領の公表 令和４年１２月１５日（木） 

事前説明会の参加申込期限 令和５年 １月 ６日（金） 

事前説明会の開催 令和５年 １月１３日（金） 

調査に関する質問の提出期限 令和５年 ２月１０日（金） 

質問に対する回答 令和５年 ２月１７日（金）まで 

サウンディング参加申込期限 令和５年 ２月２４日（金）午後５時 

サウンディングの実施 令和５年３月１日（水）～３月３日（金） 

実施結果概要の公表 令和５年 ３月３１日（金）（予定） 
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５．サウンディングの内容 

（１）サウンディングの対象 

  南相馬鹿島ＳＡ周辺開発を検討したい法人又は法人のグループ 

  ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。 

 ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者 

 ② 参加申込書提出時点で、有資格業者に対する指名停止に関する要綱（平成

１８年告示第４号）に基づく指名停止を受けている者 

 ③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく更生・再生手続き中の者 

 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団又は南相馬市暴力団排除条例（平成２４

年条例第２３号）に該当する者 

 ⑤ 市税を滞納している者 

 ⑥ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

 

（２）サウンディングの主な項目 

 ・周辺地に設置を検討したい施設の概要（施設説明、事業規模、利用用地等） 

 ・上記施設を設置する理由・背景 

 ・上記施設を設置する場合のスケジュール 

 ・上記施設を設置する場合の条件・希望する運営形態（ＰＦＩ・指定管理等） 

 ・上記施設を設置することによる南相馬市の利点 

 ・その他、このエリアの魅力向上や集客などにつながるアイデア 

 ※設置を検討する施設については、一つである必要はありません。 

  対象用地を全て使う内容であっても問題ありません。 

 ※上記項目については、全てを満たす必要はありません。 

  また、様式や分量等は、自由に設定いただいて問題ありません。 
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６．サウンディングの手続き 

（１）現地見学会・説明会の開催 

  開発予定地周辺の概要等について、サウンディングへの参加を希望する事

業者向けの現地見学会・説明会を実施します。 

  参加を希望される方は、期日までに下記申込先へ、参加者の氏名、所属企業

部署名（又は所属団体名）、電話番号を明記の上、電子メールにてご連絡くだ

さい。なお、件名には【現地見学会参加申込】としてください。 

 ① 申込受付期間 

   令和４年１２月１５日（木）～令和５年１月６日（金） 

 ② 申込先 

   南相馬市鹿島区地域振興課 k-chiikishinko@city.minamisoma.lg.jp 

 ③ 見学会開催日時 

   令和５年１月１３日（金）午後１時３０分～午後３時 

   ※説明会終了後、移動して現地見学会を行います。現地への移動は各自と

なりますので、あらかじめご了承ください。 

 ④ 会場 

   南相馬市鹿島区役所２階大会議室（南相馬市鹿島区西町一丁目１番地） 

 

（２）質問の受付及び質問に対する回答 

  本調査に関する質問がある場合には、期日までに電子メールにてご提出く

ださい。なお、件名は【質問書提出】としてください（様式任意）。 

 ① 質問受付期間 

  令和４年１２月１５日（木）～令和５年２月１０日（金）午後５時 

 ② 提出先 

  南相馬市鹿島区地域振興課 k-chiikishinko@city.minamisoma.lg.jp 

 ③ 質問に対する回答 

  質問者は伏せた上で、令和５年２月１７日（金）までに市ホームページにて

公表する予定です。 

 ④ その他 

  質問内容によっては回答できない場合もありますので、あらかじめご了承

ください。 
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（３）サウンディングの参加申込み 

  サウンディングへの参加を希望する場合は、別紙のエントリーシートに必

要事項を記入し、件名を【サウンディング参加申込】として、メールにてご提

出ください。 

 ① 申込受付期間 

  令和４年１２月１５日（木）～令和５年２月２４日（金）午後５時 

 ② 申込先 

   南相馬市鹿島区地域振興課 k-chiikishinko@city.minamisoma.lg.jp 

 

（３）サウンディングの日時及び場所の連絡 

  サウンディングへの参加申込みのあったグループの担当者あてに、実施日

時及び場所をメールにてお知らせします。希望に沿えない場合もありますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

（４）サウンディングの実施 

 ① 実施期間 

   令和５年３月１日（水）～３月３日（金）のうち、指定する１時間 

 ② 場所 

   南相馬市鹿島区役所２階東会議室（南相馬市鹿島区西町一丁目１番地） 

 ③ その他 

  ・サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため、個別

に行います。 

  ・サウンディングの実施に際して、特に資料提出は求めませんが、説明のた

めに必要な場合には、提出分として計５部ご持参ください。 

 

（５）サウンディング結果の公表 

  サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、

参加事業者の名称は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公

表にあたっては、事前に参加事業者へ内容の確認を行います。 
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７．留意事項 

（１）参加事業者の取扱い 

  サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはな

りません。ただ、対話でお伺いした内容は、今後の事業化等の参考とさせてい

ただきます。 

  また、参加事業者には、事業構想大学院大学と市が共催している南相馬市プ

ロジェクト研究の最終報告会（令和５年３月開催予定）にお声がけさせていた

だく場合があります。 

 【参考】南相馬市プロジェクト研究 

https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/31/3110/minamisom

a_project/index.html 

 

（２）費用負担 

  サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

 

（３）追加対話への協力 

  本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やア

ンケート等を実施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願

いいたします。 

 

７．申込み・お問い合わせ先 

 担当課：南相馬市鹿島区地域振興課 担当 藤原 

 電 話：０２４４－４６－２１１０ 

 E-mail：k-chiikishinko@city.minamisoma.lg.jp 


